
令和７年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業Q&A

質問 回答

１
情報端末については、デスクトップパソコンも対象に
なるか？

はい。タブレット端末やノートパソコンだけでなく、デ
スクトップパソコンも対象です。

２
情報端末について、台数の制限はあるか？ 補助上限額以内であれば台数の制限はありません。

３
Wi-Fi工事やパソコン、タブレット端末等のみの導入で
も対象になるか？

Wi-Fi工事やパソコン、タブレット端末等のみの導入の場
合は補助対象になりません。重点分野に該当する介護テ
クノロジーの導入に係る付帯費用またはパッケージ型導
入支援による導入の場合に限り補助対象となります。

４
介護テクノロジーの導入に関して、いくつかの機種を
同時に導入する場合はそれぞれで補助対象となるか？

導入目的が異なる場合はそれぞれの機種が補助対象とな
ります。同一目的のために導入する機器については、1機
種に限り補助対象となります。

５
令和7年7月7日の介護テクノロジー導入支援セミナー
に参加できなかった。もう補助要件を満たすことはで
きないのか。

9月頃に補助要件を満たすセミナーを介サポぐんまで実施
予定です。また、介護テクノロジー導入支援セミナーに
参加できなかった場合でも、業務改善支援におけるコン
サルティング会社等による業務改善支援を受けるか、厚
生労働省委託事業による「生産性向上ビギナーセミナー
（全1回）」及び「生産性向上フォローアップセミナー
（全2回）」の両方を受講することにより要件を満たすこ
とができます。
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６
「重点分野に該当する介護テクノロジーの導入支援」、
「その他」、「パッケージ型導入支援」をそれぞれ同
時に申請することは可能か？

業務改善支援を除き、複数の区分をそれぞれ同時に申請
することはできません。申請は、１事業所につき１区分
となります。
例えば、１事業所で「重点分野に該当する介護テクノロ
ジーの導入」と「パッケージ型導入支援」を同時に申請
することはできません。

７
パッケージ型導入支援について、過年度に導入した機
器と連動する機器を導入する場合、対象となるか。

パッケージ型導入支援は、該当する複数の機器を「今年
度中」に導入する際に対象となります。例えば、過年度
に導入した介護ソフトと連携する見守り機器等は、パッ
ケージ型導入支援ではなく、「重点分野に該当する介護
テクノロジーの導入」で補助対象となります。

８
導入予定の機器が補助対象になるか分からない。 福祉用具情報システム（TAIS）に記載されている機器に

ついては、原則、「重点分野に該当する介護テクノロ
ジーの導入」、「パッケージ型導入支援」のいずれにお
いても補助対象となります。TAISに記載されていない機
器については、業務改善計画書に加え、業務改善計画書
（別紙）をご提出いただくことで、重点分野に該当する
かを県が判断します。
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９
介護ソフトとその他機器の組み合わせの場合はパッ
ケージ型導入支援の対象となるか？

パッケージ型導入支援を申請するには、「介護ソフト」＋「重点
分野に該当する介護テクノロジー」の組み合わせである必要があ
ります。
例）介護ソフト＋重点分野に該当する介護テクノロジー
→パッケージ型申請可
介護ソフト＋その他

→パッケージ型申請不可
介護ソフト＋重点分野に該当する介護テクノロジー＋その他

→パッケージ型申請可

１０
パッケージ型導入支援について、既に介護ソフトを導
入済みだが、見守りセンサーと連携するためのソフト
などのオプションソフトを導入する場合も対象となる
か？

オプションソフトであっても、重点分野に該当する機器
と組み合わせる場合にはパッケージ型導入支援で申請可
能です。

１１
介護ソフトの５年間の使用権（ライセンス）を
購入する場合、購入した年度に全額を補助対象
として扱って良いか。 

使用権（ライセンス）が複数年の介護ソフトでも、
今年度に全額支払った場合は全額が補助対象となり
ます。一方、使用権（ライセンス）が複数年の介護
ソフトで支払金額が１年分（毎年払い）であれば、
１年分の金額が補助対象となります。 
ついては、「補助対象額＝当年度の支払金額」とな
ります。 
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